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一般社団法人 日本看護系大学協議会 
高高度度実実践践看看護護師師教教育育課課程程基基準準 

 

 

【高度実践看護師の教育理念】 

 高度実践看護師は、対象のクオリティ・オブ・ライフの向上を目的として、個人、家族、および集

団に対して、ケアとキュアの統合による高度な看護学の知識・技術を駆使して、疾病の予防及び治療・

療養・生活過程の全般を統合・管理し、卓越した看護ケアを提供する者である。その役割は、専門性

を基盤とした高度な実践、看護職を含むケア提供者に対する教育や相談、研究、保健医療福祉チーム

内の調整、倫理的課題の調整である。また総合的な判断力と組織的な問題解決力を持って専門領域に

おける新しい課題に挑戦し、現場のみならず教育や政策への課題にも反映できる開発的役割がとれる

変革推進者として機能する。 

以上のような人材を育成する。 

  

【高度実践看護師の共通目的（共通能力水準）】 

 高度実践看護師は、ある特定の看護分野において「ケアとキュアを統合した高度な看護実践能力」

を有することを認定される看護職者である。 

 高度実践看護師は、それぞれの専門看護分野において次のような役割を果たす。 

１）専門看護分野において、個人・家族または集団に対してケアとキュアを統合した高度な看護を  

実践する（実践）。 

２）専門看護分野において、看護職者に対しケアを向上させるため教育的機能を果たす（教育）。 

３）専門看護分野において、看護職者を含むケア提供者に対してコンサルテーションを行う（相談）。 

４）専門看護分野において、必要なケアが円滑に提供されるために、保健医療福祉に携わる人々の間

のコーディネーションを行う（調整）。 

５）専門看護分野において、専門知識・技術の向上や開発を図るために実践の場における研究活動を

行う（研究）。 

６）専門看護分野において、倫理的な問題・葛藤について関係者間での倫理的調整を行う（倫理）。 

 

【教育課程の基準】 

１）高度実践看護師教育課程認定規程 第４条の（２）ＡＢに定めたとおりとする。 

２）共通科目Ａは、次の７科目から選択し８単位以上を履修する。 

①看護教育論、②看護管理論、③看護理論、④看護研究、⑤コンサルテーション論、 

⑥看護倫理、⑦看護政策論 

３）共通科目Ｂは、次の 3科目 6 単位を履修する。 

①フィジカルアセスメント、②病態生理学、③臨床薬理学 

４）専門看護分野別専攻教育課程の基準は、別表に示す通りである。 

５）実習は高度実践看護師にとってきわめて重要な実践能力を高めるものであるから、教育としての

質を保証することが重要である。そこで、実習方法としては単に、実践するだけではなく、スー

パービジョンや事例検討や討議セミナーを持つなど多様な方法を駆使することにより、高度実践

看護師が備えるべき実践能力を高め、看護活動を創意工夫して変革でき、社会組織的に発展させ

うるような能力を養うことが重要視される。 

 

１９９８年 ６月２６日  制定 

２００４年 ４月 １日  改定 

２０１１年 ９月３０日  改定 

２０１４年 １月１１日  改定 
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２０１５年 ２月１６日  改定 
２０１９年 ９月２７日  改定 

２０２２年１１月２７日  改定 
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